
新 旧 対 照 表

新 旧

高知県国際スポーツ交流事業費補助金交付要綱

第１条～第２条（略）

（補助対象事業、補助事業者、補助対象経費、補助基準額、補助率及び補助限度額）

第３条 補助金の交付の対象となる事業（以下「補助事業」という。）、補助事

業者、補助対象経費、補助基準額、補助率及び補助限度額は、別表第１に定

めるとおりとする。ただし、算出された補助額に 1,000 円未満の端数が生じ

た場合は、当該端数を切り捨てるものとする。

第４条～第６条（略）

第 7 条（２）～第７条（５）

（補助の条件）

第７条 補助事業者は、第２条に規定する補助金の交付の目的を達成するた

め、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

（１）補助金の交付の決定を受けた補助対象事業について、次に掲げるいず

れかの変更を行おうとするときは、あらかじめ別記第４号様式、第５

号様式及び第６号様式による事業変更承認申請書、事業変更計画書及

び変更予算書を提出し、知事の承認を受けること。

ア 補助金の交付決定額の変更（増額）

イ 補助金の交付決定額全額の 20 パーセントを超える減額

ウ 補助事業の内容を変更しようとするとき。ただし、当該事業の目的

及び仕様に及ぼす影響が軽微であるとして知事が別に定める場合

を除く。

（６）間接補助金の交付に当たっては、間接補助事業者に対して前２号に掲

げる条件を付さなければならないこと。

第 7 条（７）～第 12 条（略）
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第１条～第２条（略）

（補助対象事業、補助事業者、補助対象経費、補助基準額、補助率及び補助限度額）

第３条 補助金の交付の対象となる事業（以下「補助事業」という。）、補助事

業者、補助対象経費、補助基準額、補助率及び補助限度額は、別表第１に定

めるとおりとする。

第４条～第６条（略）

第 7 条（２）～第７条（５）

（補助の条件）

第７条 補助事業者は、第２条に規定する補助金の交付の目的を達成するた

め、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

（１）補助金の交付の決定を受けた補助対象事業について、次に掲げるいず

れかの変更を行おうとするときは、あらかじめ別記第４号様式、第５

号様式及び第６号様式による事業変更承認申請書、事業変更計画書及

び変更予算書を提出し、知事の承認を受けること。

ア 補助金の交付決定額の変更（増額）

イ 補助対象経費の区分ごとに配分された額の 20 パーセントを超える

減額

ウ 補助事業の内容を変更しようとするとき。ただし、当該事業の目的

及び仕様に及ぼす影響が軽微であるとして知事が別に定める場合

を除く。

（６）間接補助金の交付に当たっては、間接補助事業者に対して前２号に掲

げる条件を付さねばならないこと。

第 7 条（７）～第 12 条（略）



附則

１ この要綱は、令和４年６月６日から施行する。

２ この要綱は、令和７年５月 31 日限り、その効力を失う。ただし、この要

綱に基づき交付された補助金については、第６条、第７条第３号及び第７号

から第９号まで、第 10 条第４項並びに第 11 条の規定は、同日以降もなおそ

の効力を有する。

附則

この要綱は、令和５年４月 18 日から施行する。

附則

この要綱は、令和６年４月１日から施行する。

附則

１ この要綱は、令和４年６月６日から施行する。

２ この要綱は、令和６年５月 31 日限り、その効力を失う。ただし、この要

綱に基づき交付された補助金については、第６条、第７条第３号及び第７号

から第９号まで、第 10 条第４項並びに第 11 条の規定は、同日以降もなおそ

の効力を有する。

附則

この要綱は、令和５年４月 18 日から施行する。





第 2号様式～第 12号様式（略） 第 2号様式～第 12号様式（略）


